
（1）　令和５年３月３日　金曜日 第383号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
農
業
振
興
課
）　
　

一

〇
農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則�

（　
　

同　
　

）　
　

二

告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
）　
　

四

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

四

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了�

（
農
村
振
興
課
）　
　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧�
（
農
村
整
備
課
）　
　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分�
（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（
道　

路　

課
）　
　

五

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

五

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
中
止
の
公�

告�

（
教
育
庁
生
涯
学
習
課
）　
　

六

企

業

局

〇
企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規

程�

六

〇
企
業
局
個
人
情
報
保
護
条
例
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

六

人
事
委
員
会

〇
第
百
八
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施�

六

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

七

規

則

　

宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
号

　
　
　
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
条
第
一
号
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
当
た
つ
て
」
を
「
当
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
四
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「本

人
に
関
す
る
一
切
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
誓
約
し
ま
す

」
を
「諸

規
則
を
厳
守
さ
せ
，
こ
れ
に

反
す
る
在
学
中
の
行
為
に
つ
い
て
保
証
人
と
し
て
責
任
を
負
い
，
上
記
の
者
が
貴
校
に
対
し
て
負
う
一
切
の
債
務

（極

度
額　
　
　
　
　
　
円

）の
支
払
い
に
つ
い
て
連
帯
し
て
保
証
し
ま
す

」
に
、「
※　

未
成
年
者
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，

保
証
人
は
保
護
者
と
す
る
こ
と
。

」
を
「
※　

未
成
年
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
保
証
人
は
保
護
者
と
す
る
こ
と
。

※　

債
務
の
支
払
い
に
つ
い
て
，
保
証
人
は
連
帯
保
証
人
と
な
り
ま
す
。

」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
（
様
式
第
二
号
を
除
く
。）
で
取
扱
い
上
著
し
く
支

障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�
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（毎週火，金曜日発行）



第383号　令和５年３月３日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報
　

農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
一
号

　
　
　
農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
及
び
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

授
業
料
徴
収
期
限
変
更
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
農
業
大
学
校
長
　
殿

�
申
請
者
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
保
証
人
　
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
の
と
お
り
授
業
料
の
徴
収
期
限
の
変
更
を
し
た
い
の
で
，
申
請
し
ま
す
。

期
別

変
更
後
の
徴
収
期
限

摘
要

第
１
期

年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

第
２
期

年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

第
３
期

年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

第
４
期

年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

　
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

　
※
�　
保
証
人
は
，
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
59年
宮
城
県
規
則
第
７
号
）
第
８
条
第
１
項
の
保
証
人
と

す
る
こ
と
。



（3）　令和５年３月３日　金曜日 第383号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
2
号
（
第
４
条
関
係
）

授
業
料
分
割
納
入
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
農
業
大
学
校
長
　
殿

�
申
請
者
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
保
証
人
　
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
の
と
お
り
授
業
料
を
分
割
納
入
し
た
い
の
で
，
申
請
し
ま
す
。

第
１
期
分

第
２
期
分

第
３
期
分

第
４
期
分

納
期

金
額

納
期

金
額

納
期

金
額

納
期

金
額

月
　
日

円
月
　
日

円
月
　
日

円
月
　
日

円

月
　
日

円
月
　
日

円
月
　
日

円
月
　
日

円

月
　
日

円
月
　
日

円
月
　
日

円
月
　
日

円

　
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由

　
※
�　
保
証
人
は
，
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
59年
宮
城
県
規
則
第
７
号
）
第
８
条
第
１
項
の
保
証
人
と

す
る
こ
と
。

様
式
第
3
号
（
第
４
条
関
係
）

授
業
料
免
除
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
農
業
大
学
校
長
　
殿

�
申
請
者
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
保
証
人
　
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次
の
と
お
り
授
業
料
の
免
除
を
受
け
た
い
の
で
，
申
請
し
ま
す
。

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

　
　
　
　
　
年
　
　
月
か
ら
　
　
　
　
　
年
　
　
月
ま
で

免
除
事
由
発
生
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
免
除
申
請
の
事
由

　
※
�　
保
証
人
は
，
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
59年
宮
城
県
規
則
第
７
号
）
第
８
条
第
１
項
の
保
証
人
と

す
る
こ
と
。



第383号　令和５年３月３日　金曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著

し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
免
除
等
に
関

す
る
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

栗
原
市
立
若
柳
病
院

栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
畑
二
十

三
番
地
四

令
和
五
年
三
月
一
日

令
和
八
年
二
月
二
十
八

日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
令
和
五
年
一
月
十
九
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

菅す
が

原わ
ら　
　

聡さ
と
し

内
科
・
外
科

医
療
法
人
啓
仁
会

石
巻
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

石
巻
市
広
渕
字
焼
巻
二
番
地

小お

野の　

紘ひ
ろ

貴た
か

呼
吸
器
科

古
川
星
陵
病
院

大
崎
市
古
川
南
町
三
丁
目
一
番
三－

五
号

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

様
式
第
5
号
（
第
５
条
関
係
）

授
業
料
免
除
等
事
由
消
滅
届

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
農
業
大
学
校
長
　
殿

�
申
請
者
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
保
証
人
　
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
　
　
第
　
　
号
で
決
定
さ
れ
た
授
業
料
徴
収
期
限
の
変
更
若
し
く
は
分
割
徴
収
又
は

授
業
料
の
免
除
に
つ
い
て
，
　
　
年
　
　
月
　
　
日
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

　
授
業
料
の
徴
収
期
限
の
変
更
若
し
く
は
分
割
徴
収
又
は
授
業
料
の
免
除
の
事
由
が
消
滅
し
た
理
由

　
※
�　
保
証
人
は
，
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
59年
宮
城
県
規
則
第
７
号
）
第
８
条
第
１
項
の
保
証
人
と

す
る
こ
と
。



（5）　令和５年３月３日　金曜日 第383号宮　　城　　県　　公　　報

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

加か

藤と
う

愼し
ん

之の

介す
け

人
工
透
析
内
科

一
般
社
団
法
人
Ｄ
Ｗ
Ｃ

り
ん
く
う
透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

名
取
市
本
郷
字
焼
野
百
三
十
六
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
一
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

大
川

区
画
整
理
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
四
年
八
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号
　

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
南
三
陸
地
区
西
戸
川
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
五
年
三
月
六
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

南
三
陸
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

岩
沼
西
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
二
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

河
南
米
山
線

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
新
土
手
下
一
番
四
地
先
か
ら

同
市
米
山
町
字
桜
岡
鈴
根
三
五
番
一
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
十
三
日

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日
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あ
る
ふ
ぁ
薬
局
仙
南
病
院
前

店

角
田
市
角
田
字
牛
舘
二
十

令
和
五
年
二
月
一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る�

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

ア
イ
ン
薬
局
栗
駒
店

調
剤

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
六
日
町
九
十－

二

令
和
四
年
十
二
月
三
十

一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
付
け
で
公
告
し
た
次
の
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
一
般
競

争
入
札
を
中
止
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
を
中
止
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
図
書
館
電
力
需
給　

年
間
約
百
九
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

　

２　

履
行
期
間　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

３　

履
行
場
所　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
紫
山
一
丁
目
一
番
地
一　

宮
城
県
図
書
館

二　

入
札
を
中
止
す
る
理
由

　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

そ
の
他

　
　

こ
の
入
札
中
止
の
公
告
の
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
せ
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

〒
九
八
〇－

八
四
二
三　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
生
涯
学
習
課
管
理
調
整
班
（
担
当　

五
十
嵐　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
五
一
）

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　
企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
四
項
中
「
文
書
等
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
文
書
等
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「文

書
等
非
開
示
決
定
通
知
書

」
を
「文

書
等
不
開
示
決
定
通
知
書

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
七
号
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
企
業
局
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　

企
業
局
個
人
情
報
保
護
条
例
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　
企
業
局
個
人
情
報
保
護
条
例
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
個
人
情
報
保
護
条
例
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
企
業
局
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
管
理
規
程

　

本
則
中「
個
人
情
報
保
護
条
例（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）」を「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
及
び

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号
）」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

〇
第
百
八
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
別
冊
の
と
お
り
実
施
す
る
。
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令
和
五
年
三
月
三
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
５
年
３
月
３
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

　
（
定
義
）

第
�2
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
�　
部
長
等
　
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
各
部
長
、
首
席
監
察
官
、
組
織
犯
罪
対
策
局

長
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
官
、
　
参

事
官
及
び
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
を
い
う
。

　
⑼
～
⑾
　
（
略
）

　
（
課
等
の
設
置
）

第
�3
条
　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
部
に
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
課
等
を
置
く
。

部
課

等

（
略
）

交
通
部

（
略
）

運
転
教
育
課（
略
）

（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

　
（
定
義
）

第
�2
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
�　
部
長
等
　
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
置

く
各
部
長
、
首
席
監
察
官
、
組
織
犯
罪
対
策
局

長
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
官
及
び
参

事
官
及
び
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
を
い
う
。

　
⑼
～
⑾
　
（
略
）

　
（
課
等
の
設
置
）

第
�3
条
　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
部
に
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
課
等
を
置
く
。

部
課

等

（
略
）

交
通
部

（
略
）

運
転
教
育
課（
略
）

（
略
）

２
・
３
　
（
略
）

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

運
転
免
許
課

宮
城
県
警
察
高
齢
運
転
者
等

支
援
室

宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー

（
略
）

（
略
）

５
・
６
　
（
略
）

第
3
条
の
2
・
第
４
条
　
（
略
）

　
（
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�5
条
　
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
総
務
課
～
装
備
施
設
課
　
（
略
）

　
広
報
相
談
課

　
⑴
　
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
～
⑷
　
（
略
）

　
情
報
管
理
課
・
留
置
管
理
課
　
（
略
）

第
5
条
の
2
～
第
７
条
　
（
略
）

　
（
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�８
条
　
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
交
通
企
画
課
～
交
通
指
導
課
　
（
略
）

　
運
転
免
許
課

　
⑴
～
⑶
　
（
略
）

　
⑷
　
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
�　
自
動
車
等
の
運
転
者
に
係
る
第
２
号
及
び
運

転
教
育
課
の
項
に
掲
げ
る
事
務
に
必
要
な
資
料

の
収
集
、
利
用
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
�　
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑻
　
運
転
適
性
相
談
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
高
齢
運
転
者
等
支
援
室
、
石
巻
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
、
古
川
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
及
び
仙
南

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

４
�　
警
察
本
部
の
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
、
当

該
右
欄
に
掲
げ
る
組
織
を
置
く
。

課
等

組
織

（
略
）

運
転
免
許
課

宮
城
県
警
察
高
齢
運
転
者
等

支
援
室

宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー

（
略
）

（
略
）

５
・
６
　
（
略
）

第
3
条
の
2
・
第
４
条
　
（
略
）

　
（
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�5
条
　
総
務
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
総
務
課
～
装
備
施
設
課
　
（
略
）

　
広
報
相
談
課

　
⑴
　
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
～
⑷
　
（
略
）

　
情
報
管
理
課
・
留
置
管
理
課
　
（
略
）

第
5
条
の
2
～
第
７
条
　
（
略
）

　
（
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�８
条
　
交
通
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
交
通
企
画
課
～
交
通
指
導
課
　
（
略
）

　
運
転
免
許
課

　
⑴
～
⑶
　
（
略
）

　
⑷
　
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑹
�　
自
動
車
等
の
運
転
者
に
係
る
第
２
号
に
掲
げ

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
務
に
必
要
な
資
料

の
収
集
、
利
用
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑺
�　
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
⑻
　
運
転
適
性
相
談
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑼
�　
高
齢
運
転
者
等
支
援
室
、
石
巻
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
、
古
川
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
及
び
仙
南

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。
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運
転
教
育
課

　
⑴
　
運
転
適
性
相
談
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
�　
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
交
通
機
動
隊
・
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
　
（
略
）

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課

　
⑴
～
⑻
　
（
略
）

　
⑼
�　
拡
声
器
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関

す
る
条
例
（
平
成
３
年
宮
城
県
条
例
第
35号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
　
（
略
）

　
警
備
課

　
⑴
�　
法
第
５
条
第
４
項
第
４
号
に
規
定
す
る
事
態

及
び
法
第
71条
第
１
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態

に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑵
～
⑿
　
（
略
）

　
外
事
課
・
機
動
隊
　
（
略
）

第
１0条
～
第
１6条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
�１７条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

（
略
）

交
通
部
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー

長

　
本
部
長
の
命
を

受
け
、
運
転
免
許

に
関
す
る
重
要
特

定
事
項
に
つ
い
て

本
部
長
を
補
佐
す

る
ほ
か
、
別
に
本

部
長
が
定
め
る
事

　
運
転
教
育
課

　
⑴
　
運
転
適
性
相
談
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
�　
運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
に
関
す
る
こ

と
。

　
交
通
機
動
隊
・
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
　
（
略
）

　
（
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
�９
条
　
警
備
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
公
安
課

　
⑴
～
⑻
　
（
略
）

　
⑼
�　
拡
声
機
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関

す
る
条
例
（
平
成
３
年
宮
城
県
条
例
第
35号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑽
　
（
略
）

　
警
備
課

　
⑴
�　
法
第
５
条
第
４
項
第
４
号
に
規
定
す
る
事
案

及
び
法
第
71条
第
１
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態

に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑵
～
⑿
　
（
略
）

　
外
事
課
・
機
動
隊
　
（
略
）

第
１0条
～
第
１6条
　
（
略
）

　
（
警
察
本
部
の
職
及
び
職
務
）

第
�１７条
　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
の
職
、

そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
階
級

（
略
）

（
略
）

交
通
部
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー

長

　
本
部
長
の
命
を

受
け
、
運
転
免
許

に
関
す
る
重
要
特

定
事
項
に
つ
い
て

本
部
長
を
補
佐
す

る
ほ
か
、
別
に
本

部
長
が
定
め
る
事

項
に
つ
い
て
の
企

画
及
び
調
査
に
参

画
し
、
関
係
業
務

を
総
括
整
理
す
る
。

（
略
）

県
民
安

全
対
策

課

人
身
安
全

対
策
官

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受

け
、
人
身
安
全
関

連
事
案
に
関
す
る

事
務
（
行
政
措
置

に
係
る
も
の
を
除

く
。）
を
掌
理
し
、

県
民
安
全
対
策
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
生
活
安

全
部
長
か
ら
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
生
活
安

全
部
長
を
補
佐
す

る
。

人
身
安
全

聴
聞
官

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受

け
、
人
身
安
全
関

連
事
案
に
関
す
る

事
務
（
捜
査
及
び

行
政
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

を
掌
理
し
、
県
民

安
全
対
策
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
生
活
安
全
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
生
活
安
全
部

長
を
補
佐
す
る
。

警
視

（
略
）　
運
転
免
許
の
取

項
に
つ
い
て
の
企

画
及
び
調
査
に
参

画
し
、
関
係
業
務

を
総
括
整
理
す
る
。

（
略
）

県
民
安

全
対
策

課

人
身
安
全

対
策
官

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受

け
、
人
身
安
全
関

連
事
案
に
関
す
る

事
務
（
行
政
措
置

に
係
る
も
の
を
除

く
。）
を
掌
理
し
、

県
民
安
全
対
策
課

長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
生
活
安

全
部
長
か
ら
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
生
活
安

全
部
長
を
補
佐
す

る
。

人
身
安
全

聴
聞
官

　
県
民
安
全
対
策

課
長
の
命
を
受

け
、
人
身
安
全
関

連
事
案
に
関
す
る

事
務
（
捜
査
及
び

行
政
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

を
掌
理
し
、
県
民

安
全
対
策
課
長
を

補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
生
活
安
全
部

長
か
ら
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
事
務
を
掌
理

し
、
生
活
安
全
部

長
を
補
佐
す
る
。

警
視

（
略
）　
運
転
免
許
の
取
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運
転
教

育
課

交
通
聴
聞

官

消
し
及
び
効
力
の

停
止
に
関
す
る
聴

聞
及
び
意
見
の
聴

取
を
主
宰
し
、
並

び
に
運
転
教
育
課

長
の
命
を
受
け
、

運
転
免
許
の
取
消

し
、
効
力
の
停
止

及
び
そ
の
執
行
に

関
す
る
事
務
を
掌

理
し
、
運
転
教
育

課
長
を
補
佐
す

る
。
た
だ
し
、
交

通
部
長
か
ら
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
交
通
部

長
を
補
佐
す
る
。

（
略
）

（
略
）

運
転
教

育
課

高
齢
運
転

者
対
策
指

導
官

　
運
転
教
育
課
長

の
命
を
受
け
、
高

齢
運
転
者
対
策
の

指
導
に
関
す
る
事

務
を
整
理
し
、
運

転
教
育
課
長
を
補

佐
す
る
。

警
部

（
略
）（
略
）

２
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察
機
動
鑑
識

隊
、
宮
城
県
警
察
暴
力
特
別
捜
査
隊
及
び
宮
城
県

警
察
航
空
隊
に
隊
長
を
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員

会
補
佐
室
、
宮
城
県
警
察
取
調
べ
監
督
室
、
宮
城

県
警
察
監
査
室
、
宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援

室
、
宮
城
県
警
察
地
域
指
導
室
、
宮
城
県
警
察
情

報
分
析
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策

運
転
免

許
課

交
通
聴
聞

官

消
し
及
び
効
力
の

停
止
に
関
す
る
聴

聞
及
び
意
見
の
聴

取
を
主
宰
し
、
並

び
に
運
転
免
許
課

長
の
命
を
受
け
、

運
転
免
許
の
取
消

し
、
効
力
の
停
止

及
び
そ
の
執
行
に

関
す
る
事
務
を
掌

理
し
、
運
転
免
許

課
長
を
補
佐
す

る
。
た
だ
し
、
交

通
部
長
か
ら
特
に

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
交
通
部

長
を
補
佐
す
る
。

（
略
）

（
略
）

運
転
免

許
課

高
齢
運
転

者
対
策
指

導
官

　
運
転
免
許
課
長

の
命
を
受
け
、
高

齢
運
転
者
対
策
の

指
導
に
関
す
る
事

務
を
整
理
し
、
運

転
免
許
課
長
を
補

佐
す
る
。

警
部

（
略
）（
略
）

２
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察

性
犯
罪
特
別
捜
査
隊
、
宮
城
県
警
察
機
動
鑑
識

隊
、
宮
城
県
警
察
暴
力
特
別
捜
査
隊
及
び
宮
城
県

警
察
航
空
隊
に
隊
長
を
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員

会
補
佐
室
、
宮
城
県
警
察
取
調
べ
監
督
室
、
宮
城

県
警
察
監
査
室
、
宮
城
県
警
察
犯
罪
被
害
者
支
援

室
、
宮
城
県
警
察
地
域
指
導
室
、
宮
城
県
警
察
情

報
分
析
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
特
殊
詐
欺
対
策

　
�室
、
宮
城
県
警
察
交
通
事
故
総
合
分
析
室
、
宮
城

県
警
察
高
齢
運
転
者
等
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
災

害
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
サ
ミ
ッ
ト
警
備
対
策
室

及
び
宮
城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室

長
を
、
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
、
宮

城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
交
通
反

則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許
セ
ン
タ
�

ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
に

所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警
部
の
階
級

に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
�　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
職
員

（
略
）

教
養
課

（
略
）

教
養
課

学
　
校
上
席
術
科

指
導
官

　
教
養
課
長
又
は

学
校
長
の
命
を
受

け
、
術
科
指
導
に

関
す
る
事
務
を
掌

理
し
、
教
養
課
長

又
は
学
校
長
を
補

佐
す
る
。た
だ
し
、

警
務
部
長
又
は
学

校
長
か
ら
特
に
命

ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
警
務
部

長
又
は
学
校
長
を

補
佐
す
る
。

　
少
年
課
長
の
命

を
受
け
、
少
年
課

の
所
掌
事
務
の
う

ち
少
年
相
談
　
　

　
　
に
関
す
る
事

一
般
職
員

　
�室
、
宮
城
県
警
察
交
通
事
故
総
合
分
析
室
、
宮
城

県
警
察
高
齢
運
転
者
等
支
援
室
、
宮
城
県
警
察
災

害
対
策
室
、
宮
城
県
警
察
サ
ミ
ッ
ト
警
備
対
策
室

及
び
宮
城
県
警
察
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
に
室

長
を
、
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
、
宮

城
県
警
察
通
訳
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
交
通
反

則
通
告
セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
石
巻
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
、
宮
城
県
警
察
古
川
運
転
免
許
セ
ン
タ
�

ー
及
び
宮
城
県
警
察
仙
南
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
に

所
長
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
警
視
又
は
警
部
の
階
級

に
あ
る
警
察
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
５
　
（
略
）

６
�　
警
察
本
部
の
組
織
に
置
く
警
察
官
以
外
の
職
員

の
職
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員

は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長

が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

組
　
織

職
職

務
職
員

（
略
）

教
養
課

（
略
）

教
養
課

学
　
校
上
席
術
科

指
導
官

　
教
養
課
長
又
は

学
校
長
の
命
を
受

け
、
術
科
指
導
に

関
す
る
事
務
を
掌

理
し
、
教
養
課
長

又
は
学
校
長
を
補

佐
す
る
。た
だ
し
、

警
務
部
長
又
は
学

校
長
か
ら
特
に
命

ぜ
ら
れ
た
場
合

は
、
そ
の
事
務
を

掌
理
し
、
警
務
部

長
又
は
学
校
長
を

補
佐
す
る
。

　
少
年
課
長
の
命

を
受
け
、
少
年
課

の
所
掌
事
務
の
う

ち
少
年
の
健
全
な

育
成
に
関
す
る
事

一
般
職
員
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少
年
課
少
年
相
談

指
導
官
　

　

務
等
を
掌
理
し
、

少
年
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

生
活
安
全
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の

事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
部
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

少
年
課
少
年
育
成

官
　
　

　
少
年
課
長
の
命

を
受
け
、
少
年
育

成
　
　
　
　
に
関

す
る
事
務
を
整
理

し
、
少
年
課
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

７
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
科
学
捜
査
研
究
所

長
、
会
計
調
査
官
か
ら
給
与
調
査
官
ま
で
、
教
養

調
査
官
か
ら
上
席
研
究
官
ま
で
、
副
所
長
、
術
科

指
導
官
、
少
年
育
成
官
　
　
及
び
交
通
事
故
分
析

官
の
職
は
、
必
要
に
応
じ
、
警
察
官
を
も
つ
て
充

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
及
び
少
年
サ
ポ
�

ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
に
所
長
を
、
宮
城
県
警

察
自
動
車
整
備
工
場
に
工
場
長
を
、
宮
城
県
警
察

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
に
交
通
管
制
官
を
置
き
、
そ

れ
ぞ
れ
一
般
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

９
～
11　
（
略
）

第
１７条
の
2
　
（
略
）

　
（
警
察
署
の
職
制
）

第
１８条
　
（
略
）

２
�　
警
察
署
に
は
、
署
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
を
置

き
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員
は
、

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長
が
必

要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

少
年
課
少
年
健
全

育
成
指
導

官

務
等
を
掌
理
し
、

少
年
課
長
を
補
佐

す
る
。
た
だ
し
、

生
活
安
全
部
長
か

ら
特
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の

事
務
を
掌
理
し
、

生
活
安
全
部
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

少
年
課
少
年
健
全

育
成
官

　
少
年
課
長
の
命

を
受
け
、
少
年
の

健
全
な
育
成
に
関

す
る
事
務
を
整
理

し
、
少
年
課
長
を

補
佐
す
る
。

（
略
）

７
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
科
学
捜
査
研
究
所

長
、
会
計
調
査
官
か
ら
給
与
調
査
官
ま
で
、
教
養

調
査
官
か
ら
上
席
研
究
官
ま
で
、
副
所
長
、
術
科

指
導
官
、
少
年
健
全
育
成
官
及
び
交
通
事
故
分
析

官
の
職
は
、
必
要
に
応
じ
、
警
察
官
を
も
つ
て
充

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
�　
第
３
条
第
４
項
に
規
定
す
る
組
織
の
う
ち
、
宮

城
県
警
察
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
及
び
少
年
サ
ポ
�

ー
ト
セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
に
所
長
を
、
宮
城
県
警

察
自
動
車
整
備
工
場
に
工
場
長
を
、
宮
城
県
警
察

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
に
交
通
管
制
官
を
置
き
、
そ

れ
ぞ
れ
一
般
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

９
～
11　
（
略
）

第
１７条
の
2
　
（
略
）

　
（
警
察
署
の
職
制
）

第
１８条
　
（
略
）

２
�　
警
察
署
に
は
、
署
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
を
置

き
、
そ
の
職
務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
職
員
は
、

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長
が
必

要
が
な
い
と
認
め
る
職
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

職
職

務
階
級

（
略
）

課
長

（
略
）

警
部
又
は
警
部
補

課
長
代

理

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署

の
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長

を
補
佐
す
る
。

警
部

（
略
）

３
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
次
表
に
掲
げ
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
そ
の
職
務
及
び
職
に
充
て
る
職
員
は

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

職
職

務
職
員

会
計
官

副
参
事

（
略
）

一
般
職
員

少
年
健

全
育
成

官

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署

に
お
け
る
警
察
本
部
生
活
安
全

部
県
民
安
全
対
策
課
及
び
同
部

少
年
課
の
所
掌
事
務
（
少
年
の

健
全
な
育
成
に
関
す
る
こ
と
に

限
る
。）
を
整
理
し
、
課
長
を

補
佐
す
る
。

４
～
６
　
（
略
）

７
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
警
備
派
出
所
に
次

の
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
職

務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級
は
、
次

表
の
と
お
り
と
す
る
。

職
職

務
階
級

警
備
派

出
所
長

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
備
派

出
所
の
事
務
を
総
括
し
、
部
下

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

警
視
、

警
部

又
は

警
部

補

職
職

務
階
級

（
略
）

課
長

（
略
）

警
部
又
は
警
部
補

課
長
代

理

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署

の
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長

を
補
佐
す
る
。

（
略
）

３
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
次
表
に
掲
げ
る
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
そ
の
職
務
及
び
職
に
充
て
る
職
員
は

次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

職
職

務
職
員

会
計
官

副
参
事

（
略
）

一
般
職
員

少
年
健

全
育
成

官

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
察
署

に
お
け
る
警
察
本
部
生
活
安
全

部
県
民
安
全
対
策
課
及
び
同
部

少
年
課
の
所
掌
事
務
（
少
年
の

健
全
な
育
成
に
関
す
る
こ
と
に

限
る
。）
を
整
理
し
、
課
長
を

補
佐
す
る
。

４
～
６
　
（
略
）

７
�　
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
警
備
派
出
所
に
次

の
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
職

務
及
び
そ
の
職
に
充
て
る
警
察
官
の
階
級
は
、
次

表
の
と
お
り
と
す
る
。

職
職

務
階
級

警
備
派

出
所
長

　
上
司
の
命
を
受
け
、
警
備
派

出
所
の
事
務
を
総
括
し
、
部
下

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

警
視
、

警
部
又
は
警
部
補
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（
略
）

８
・
９
　
（
略
）

（
略
）

８
・
９
　
（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
17条
第
６
項
の
改
正
規
定
（
教
養
課
・
学
校
の

項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
令
和
５
年
３
月
24日
か
ら
施
行
す
る
。


